
　

　

H 26 ～ H 26

①

②

①

②

②

①

②

従事職員数

7,000 7,000人件費単価 千円 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

人 0.1 0.1

千円 700 700

一般財源 千円 1,200 1,200

そ の 他 千円

起　　債 千円

県補助金 千円

C

の

財

源

内

訳

国補助金 千円

 直接事業費 A 千円 500 500

 総事業費 C（A+B） 千円 1,200 1,200

27年度

式 1 1

28年度 29年度

（目標達成年度）

単位
全体計画

32年度以降

平成26年度

・水産関係公共事業においては、事業採択前から事業完了に至るまでの事業の実施

課程の透明性及び客観性を確保し、より効率的・効果的な事業の執行を図るため、

事前評価、再評価及び事後評価からなる事業評価制度を導入している。

本調査では、平成13年～平成20年で整備し事業が完了している、一本松漁港を対

象に事後評価を行うものである。

-

 成果指標：目的の達成度を表す指標

（目標達成年度）

 事業の概要：具体的なやり方、手順、詳細を記入  活動指標：事務事業の活動量を表す指標

1.0式
・平成13年度から平成20年度までに行った一本松漁港整備事業の事後評価を行

い、事業効果を検証し水産庁へ結果を報告する。

（活動指標数値） （指標積算根拠）

① 事後評価

401  項ｺｰﾄﾞ

 基本事業名称

1052

 関連計画 法令・条例規則等

 事務事業ｺｰﾄﾞ 4010307

年度

3

 政策名称

 施策名称

自立する産業の育成、雇用の確保

 基本事業ｺｰﾄﾞ 40103  目ｺｰﾄﾞ 4

 施策ｺｰﾄﾞ

財務会計の位置付け

 政策ｺｰﾄﾞ 4  款ｺｰﾄﾞ 6

年度

水産課

課長名 石司　泰栄

26平成平成

濱崎　義高担当者

単年度事業

安全・安心な漁

業活動の確保と

漁家経営の安定

-

（成果指標名称） （成果指標数値） （指標積算根拠）

水産業基盤整備の推進

単独事業費（水産基盤）

 （対象指標1） 1漁港

平成26年度

 細目ｺｰﾄﾞ

31年度

内

訳

 人件費　B

26年度

 （対象指標2）

成果指標

課ｺｰﾄﾞ 116

26

～

401030715

26

平成

年度

課　名

活動指標

作成年度

（活動指標名称）

 事務事業名称

 対象：誰、何を対象にしているのか

総合計画の位置付け

 対象指標：対象の大きさを表す指標

 目的：何をしたいのか

30年度

評価対象事業名称

コード

記入日

 （対象2）

一本松漁港

H26.11.13

新規事業評価表【事前評価】

 （対象1）

水産業の振興

事業種類

事業期間
一本松漁港事後評価算定業務事業

計画（PLAN） 

実施（DO） 



　

●

 次年度以降に計画を見直して実施する   事業内容を見直して事業を実施する

  ●

  次年度以降に類似事業と整理統合して実施する

 当分の間は実施しない

類似事業と整理統合して実施する

実施期間を見直して事業を実施する

 事業費を減額して事業を実施する

計画どおりに事業を実施する

 

・受益者負担は適正です

か。

・類似事業との整理統合

はできませんか。

1次 2次 3次

次年度以降に計画どおり実施する
事

業

の

方

向

性

1次 2次 3次

  

・事業の対象・目的は適

切ですか。

・町が税金を投入して行

う必要がありますか。

401030715ｺｰﾄﾞ

1

次

評

価

漁港整備事業完成に伴う事業効果を、水産庁のホームページに掲載し事業に対する理解を深める。

国庫補助事業で実施しており、主体事業主が行う必要がある。

今後の事業推進に影響がある。

・事業の緊急性・必要性

はありますか。

・事業を行わない場合の

影響はありますか。

・事業費を削減できませ

んか。（費用対効果）

※3次評価については、住民等の意見があった場合にのみ、再公表するものとする。

2次評価

3次評価

住民等の意見

町 の 対 応

本事業により整備した漁港・漁場施設の効果継続のため、道や地域漁業者による適正な施設管理・利用が必要なほか、安定生産

を担う広域的な漁場整備などと連携した栽培漁業の推進や漁業経営のさらなる安定化及び適切な漁港の維持管理を行うため必要

な事業である。

  

 

 

最小必要限度の見積となっている。

受益者負担はない。

類似事業はない。

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容評価項目

平成13年度から平成20年度までに行った漁港整備事業について事後評価を行う義務がある。

評価（CHECK） 


